


開会 14：00 

１ 委員等の紹介 

 委員等の紹介を行った。20 名の出席があり会議の成立を確認する。 

 

２ 協議会の情報公開について 

 本協議会における情報公開について事務局より以下について説明。了承を得た。 

〇 協議会委員及び専門委員の氏名については、協議会規約第 14 条により、事務局の市町村

の条例（延岡市情報公開条例）に基づき、請求があった場合に公開する。 

〇 会議の傍聴は不可。選定の結果、選定の理由、研究資料、議事録については、９月１日以

降にホームページ等で公表。ただし議事録については、内容を要約し、会議での意見は委員

名抜きとなる。 

 

３ 役員選出 

会長、副会長及び監事の選出について、事務局一任とのことで、上記役員のとおり決定した。 

 

４ 会長あいさつ 

本協議会の役割は重要であり、慎重かつ厳正に協議を進めるとともに、公平、公正に作業を

行い、透明性をも確保していく必要があるのでよろしくお願いしたい、との主旨のあいさつ

あり。以降、議事については、会長が議長となり進行する。 

 

５ 議 事   

（１） 教科用図書採択事務の流れについて 

基本的な採択の流れ、本協議会の位置づけ等について事務局より説明した。 

 

（２） 令和５年度北部採択地区協議会の決算について 

原案どおり、了承いただいた。 

 

（３） 令和６年度北部採択地区協議会の予算(案)について 

原案どおり、了承いただいた。 

 

（４） 採択の流れについて 

採択の流れを説明する。その際、会長からの確認を含めて次のような質疑がある。 

 

（質問）協議会の役割は、国語はこの教科書に、社会はこの教科書になどと決めていくが、

それで、どの教科書を使うようにすると決定することになるのか。 

  （回答）北部採択地区内の教科書については、専門委員会での協議を踏まえて、この協議会

で選定するが、最終的には、各自治体の教育委員会で決めることとなる。 

  （質問）例えば、延岡で、選定された教科書では納得いかないといった場合、そのことが 

教育委員会で決まった場合はどのようになるのか。 

  （回答）再度、この協議会を開催して選定する必要がある。 

  （質問）再協議についてのルールは、どのようになっているのか。 

  （回答）規約細則の中に、「再協議」の項目が設けられている。以上のような質疑応答を踏

まえ、原案どおり、了承いただいた。 



（５） 専門委員の選任及び教科書研究について 

令和７年度使用中学校用教科用図書について、校長、教頭、教諭等計 45 名の専門委員

を選任する。教科書研究の際の基準・観点、今後の会議等の日程（６月 13 日、18 日、

24 日の専門員会の後、７月９日に第２回協議会を開催）について説明する。その際、

次のような質疑がある。 

 

  （質問）採択の観点のうち、「地域課題への対応」の項目については、この北部採択地区で

独自に設定したものとなっているが、地域に合った教科書という観点をあえて定め

ているのか。 

  （回答）そのとおりである、この北部地区に実態に即して、課題解決に資する教科書の採択

をするという観点を設けている。 

  （会長からの補足説明）北部地区には多様な学校が存在する。例えば、複式学級、義務教育

学校については本市にも美郷町にもある。また、小中一貫校についても、連携型・

一体型といった様々な形式があるところである。今回の専門委員会では、そういっ

たことも考えてもらうことになると考えている。 

  （質問）採択における４つの観点に優劣はないと考えればよいか。 

  （回答）そのとおりである。 

 

以上のような質疑応答を踏まえ、原案どおり、了承いただいた。 

 

６ その他  

〇 会長から、７月９日の第２回採択協議会が長引いた場合、予定の 16 時半で打ち切って、

別日に回したほうが良いか、それとも予定時間が超過しても、その日のうちに会議を終えた

ほうが良いかについての確認がなされ、委員より、「遠くて前泊が必要となるので、当日に

終えてもらいたい」、また別の委員より「仕事をしていて、２日に渡って、休みを取るのは

難しいので、その日のうちに終えてもらいたい」との意見があったことから、どうしても会

議を別日にする必要がある場合には予備日の開催を検討するが、基本的には、時間を超過し

ても、その日のうちに、会議を終えるようにするとの方向性について了承が得られた。 

〇 次回協議会の時間と場所を再度確認する。 

〇 教育長、教育委員代表の方は、各市町村教育委員会に届いているものを、ＰＴＡ連絡協議

会の方は、見本本を持ち帰っていただき次回の採択地区協議会までに目を通していただくよ

う依頼にする。 

 

以上で議事は終了する。 

その他質疑はなく閉会した。 

閉会 14：48 

 


